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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県税条例等の一部を改正する条例（条例第32号） 

１ 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部改正（第１条関係） 

(1) 法人の事業税 

ア ガス供給業のうち、ガス事業法（昭和29年法律第51号）に規定するガス製造事業者（同法に規定する特別一

般ガス導管事業者に係る供給区域内において同法に規定するガス製造事業を行う者に限る。）が行うもの（同

法に規定する一般ガス導管事業および同法に規定する特定ガス導管事業（以下「導管ガス供給業」という。）

を除く。以下「特定ガス供給業」という。）に係る法人の事業税について、収入割額、付加価値割額および資

本割額の合算額により課することとしました。（第37条関係） 

イ ガス供給業のうち、導管ガス供給業および特定ガス供給業以外のものに係る法人の事業税について、資本金

の額または出資金の額（以下「資本金」という。）１億円超の普通法人にあっては付加価値割額、資本割額お

よび所得割額の合算額により、資本金１億円以下の普通法人等にあっては所得割額により、それぞれ課するこ

ととしました。（第37条関係） 

ウ 付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人の所得割について、税

率を次のとおりとすることとしました。（第38条の３関係） 

所得のうち年400万円以下の金額 100分の１（現行100分の0.4） 

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 100分の１（現行100分の0.7） 

所得のうち年800万円を超える金額 100分の１（現行100分の１） 

エ 特定ガス供給業に対する法人の事業税の税率を次のとおりとすることとしました。（第38条の３関係） 

(ア) 収入割   100分の0.48 

(イ) 付加価値割 100分の0.77 

(ウ) 資本割   100分の0.32 

オ アからエまでに伴う所要の措置を講ずることとしました。（第38条の５関係） 

(2) 不動産取得税 

ア 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号）に規定する認定医療

機関開設者が認定再編計画に記載された医療機関の再編の事業により取得する一定の不動産について、当該取

得が令和６年３月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の２分の１に相当する額を価格から控除

する課税標準の特例措置を講ずることとしました。（付則第８条関係） 

イ 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取

得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置について、対象を農地中間管理事業の推進に関する

法律（平成25年法律第101号）の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に基づき取得する農用地区

域内にある土地とすることとしました。（付則第８条関係） 

ウ 次に掲げる特例措置の適用期限を令和６年３月31日まで延長することとしました。（付則第７条の４、付則

第８条関係） 

(ア) 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過し

た日に緩和する特例措置 
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(イ) 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件

を緩和する特例措置 

(ウ) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）に規定する認定長期優良住宅の新築に係

る課税標準の特例措置 

(エ) 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得す

る低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係る課税標準の特例措置 

(オ) 中小事業者等が中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）に規定する認定経営力向上計画に従って行

う事業の譲受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置 

エ 中小企業者が取得する患者が継続して利用するために必要な機能および個人の主体的な健康の保持増進への

取組を積極的に支援する機能を有する一定の薬局の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置を廃止するこ

ととしました。（付則第８条関係） 

２ 滋賀県税条例の一部を改正する条例（令和２年滋賀県条例第39号）付則第９項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同条例付則第１項第５号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例の一部改正（第２条関係） 

１(1)ならびに電気事業法（昭和39年法律第170号）およびガス事業法の改正に伴う所要の措置を講ずることとしま

した。（第37条、第38条の３、第38条の５関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和４年４月１日から施行することとしました。ただし、１(2)イおよび２の一部は農業経営基盤

強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 号）の施行の日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他所要の規定の整備を行うこととしました。 

 

条 例 

 

滋賀県税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年３月31日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

滋賀県条例第32号 

滋賀県税条例等の一部を改正する条例 

（滋賀県税条例の一部改正） 

第１条 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部を次のように改正する。 

第30条第２項中「第53条第67項」を「第53条第69項」に改める。 

第37条第１項第１号中「および第３号」を「から第４号まで」に改め、同号イ中「第72条の24の７第６項各号」

を「第72条の24の７第７項各号」に改め、同項第２号中「ガス供給業（」を「ガス供給業のうち」に、「以外のも

ののうち、同条第10項に規定するガス製造事業者および電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第47

号）附則第22条第１項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者（同項の義務を負う者に限る。）以外の者が行

うものを除く。第38条から第38条の３までにおいて同じ。）」を「（第４号および第38条の３第２項において「導

管ガス供給業」という。）」に、「および貿易保険業」を「ならびに貿易保険業」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第２条第10項に規定するガス製造事業者（同法第54条の２に規定する特別一

般ガス導管事業者に係る同法第38条第２項第４号の供給区域内においてガス製造事業（同法第２条第９項に規

定するガス製造事業をいう。）を行う者に限る。）が行うもの（導管ガス供給業を除く。第38条の３第４項に

おいて「特定ガス供給業」という。） 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額 

第37条の２第５項の表第38条の３第１項第１号および第４項第１号の項中「および第４項第１号」を削り、同表

第38条の３第１項第３号および第４項第３号の項中「および第４項第３号」を削り、同表第38条の３第４項の項中

「第38条の３第４項」を「第38条の３第５項」に改め、同項の次に次のように加える。 

第38条の３第５項 

第２号 

特別法人以外の 

法人 

特別法人以外の法人（第37条第１項第１号アに掲げる法人で受託法人 

であるものを含む。） 

第37条の２第５項の表第38条の５第１項の項中「掲げる事業」を「同項第２号に掲げる事業」に改める。 

第38条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号ウ中「次の表の左欄に掲げる金額の区分により

各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率」を「各事業年度の所得に100分の１」に、「計
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算した金額を合計した」を「得た」に改め、同号ウの表を削り、同項第２号中「第72条の24の７第６項」を「第72条

の24の７第７項」に改め、同条第２項中「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第４項中「もの」の右

に「（第37条第１項第１号アに掲げる法人を除く。）」を加え、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同項

第３号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第２号とし、同項を同条第５項とし、同条第３項の次

に次の１項を加える。 

４ 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額 

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額 

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額 

第38条の５第１項中「同項第３号アに掲げる法人」の右に「もしくは同項第４号に掲げる事業を行う法人」を加

え、「資本割または同号イ」を「資本割または同項第３号イ」に改める。 

付則第７条の４中「令和４年３月31日」を「令和６年３月31日」に改める。 

付則第８条第１項中「農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画」を「農地

中間管理事業の推進に関する法律第18条第７項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画」に、「令和

３年４月１日」を「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 号）の施行の日」に改め、

同条第７項中「令和４年３月31日」を「令和６年３月31日」に改め、同条第12項を削り、同条第13項中「令和４年

３月31日」を「令和６年３月31日」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項中「第42条の４第８項第７号」を

「第42条の４第19項第７号」に、「令和４年３月31日」を「令和６年３月31日」に改め、同項を同条第13項とし、

同条第15項を同条第14項とし、同条第16項を同条第15項とし、同条に次の１項を加える。 

16 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号）第12条の７に規定する

認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第12条の２第１項に規定する医療機関の

再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税

の課税標準の算定については、当該取得が令和６年３月31日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の２

分の１に相当する額を価格から控除する。 

付則第10条の２の６第１項の表鉱さいバラス製造業を営む者の項中「第42条の４第８項第７号」を「第42条の４

第19項第７号」に改める。 

付則第18条中「同条第４項第２号」を「同条第５項第１号」に改める。 

（滋賀県税条例の一部を改正する条例付則第９項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第

１項第５号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例の一部改正） 

第２条 滋賀県税条例の一部を改正する条例（令和２年滋賀県条例第39号）付則第９項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同条例付則第１項第５号に掲げる規定による改正前の滋賀県税条例の一部を次のように改正す

る。 

第37条第１項第１号中「および第３号」を「から第４号まで」に改め、同号イ中「第72条の24の７第６項各号」

を「第72条の24の７第７項各号」に改め、同項第２号中「ガス供給業（」を「ガス供給業のうち」に、「以外のも

ののうち、同条第10項に規定するガス製造事業者および電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第

47号）附則第22条第１項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者（同項の義務を負う者に限る。）以外の者が

行うものを除く。第38条から第38条の３までにおいて同じ。）」を「（第４号および第38条の３第２項において「導

管ガス供給業」という。）」に、「および貿易保険業」を「ならびに貿易保険業」に改め、同項第３号中「および

同法」を「、同法」に改め、「発電事業等」という。）」の右に「および同法第２条第１項第15号の３に規定する

特定卸供給事業（第38条の３第２項および第３項において「特定卸供給事業」という。）」を加え、同項に次の１

号を加える。 

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第２条第10項に規定するガス製造事業者（同法第54条の２に規定する特別一

般ガス導管事業者に係る同法第38条第２項第４号の供給区域内においてガス製造事業（同法第２条第９項に規

定するガス製造事業をいう。）を行う者に限る。）が行うもの（導管ガス供給業を除く。第38条の３第４項に

おいて「特定ガス供給業」という。） 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額 

第37条の２第５項の表第38条の３第１項第１号および第４項第１号の項中「および第４項第１号」を削り、同表

第38条の３第１項第３号および第４項第３号の項中「および第４項第３号」を削り、同表第38条の３第４項の項中

「第38条の３第４項」を「第38条の３第５項」に改め、同項の次に次のように加える。 

第38条の３第５項 

第２号 

特別法人以外の 

法人 

特別法人以外の法人（第37条第１項第１号アに掲げる法人で受託法人 

であるものを含む。） 
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第37条の２第５項の表第38条の５第１項の項中「掲げる事業」を「同項第２号に掲げる事業」に改める。 

第38条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号ウ中「次の表の左欄に掲げる金額の区分により

各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率」を「各事業年度の所得に100分の１」に、

「計算した金額を合計した」を「得た」に改め、同号ウの表を削り、同項第２号中「第72条の24の７第６項」を「第

72条の24の７第７項」に改め、同条第２項中「および発電事業等」を「、発電事業等および特定卸供給事業」に、

「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第３項中「および発電事業等」を「、発電事業等および特定卸

供給事業」に改め、同条第４項中「もの」の右に「（第37条第１項第１号アに掲げる法人を除く。）」を加え、同

項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同項第３号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第２号

とし、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額 

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額 

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額 

第38条の５第１項中「同項第３号アに掲げる法人」の右に「もしくは同項第４号に掲げる事業を行う法人」を加

え、「資本割または同号イ」を「資本割または同項第３号イ」に、「よつて」を「より」に改める。 

付則第18条中「同条第４項第２号」を「同条第５項第１号」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第１条中滋賀県税条例付則第８条第１項の改正規定なら

びに付則第６項および第７項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 号）

の施行の日から施行する。 

（事業税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の滋賀県税条例（以下「新条例」という。）の規定中法人の事業税に関する部分は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施

行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 

３ 別段の定めがあるものを除き、第２条の規定による改正後の滋賀県税条例の一部を改正する条例（令和２年滋賀

県条例第39号）付則第９項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第１項第５号に掲げる規定

による改正前の滋賀県税条例（次項において「新令和２年改正前滋賀県税条例」という。）の規定は、施行日以後

に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税につい

ては、なお従前の例による。 

４ 新令和２年改正前滋賀県税条例第37条第１項第３号ならびに第38条の３第２項（同号に規定する特定卸供給事業

に係る部分に限る。）および第３項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、

施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

５ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対し

て課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお

従前の例による。 

６ 新条例付則第８条第１項の規定は、付則第１項ただし書に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課

すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の

例による。 

７ 第１条の規定による改正前の滋賀県税条例付則第８条第１項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正

する法律（令和４年法律第 号）附則第５条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定す

る農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第２項第１号に規

定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、

なおその効力を有する。この場合において、同条例付則第８条第１項中「農業経営基盤強化促進法第19条の規定に

よる公告があつた」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 号）附則第

５条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「令和３年４月１日」とあるの

は「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日」とする。 

（軽油引取税に関する経過措置） 

８ 新条例付則第10条の２の６第１項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適
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用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 
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